
　
例
え
ば
、
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
際
、
入
居
希
望
者
か
ら
家
賃

の
値
下
げ
を
要
望
し
て
き
た
場
合
、
貸
主
本
人
に
対
し
て
お
伺
い
を

立
て
る
の
が
使
者
、
貸
主
本
人
に
お
伺
い
を
立
て
ず
に
そ
の
場
で
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
代
理
人
で
す
。こ
の
よ
う
に
代
理
人
は
、

貸
主
本
人
に
確
認
す
る
こ
と
な
く
単
独
で
判
断
で
き
ま
す
の
で
、
後

見
人
を
立
て
る
こ
と
が
認
知
症
対
策
と
な
り
ま
す
。

　
「
成
年
後
見
制
度
」
と
は
、
後
見
人
と
呼
ば
れ
る
代
理
人
を
立
て
る
仕
組
み
で
す
。

代
理
人
は
、
本
人
に
成
り
代
わ
っ
て
判
断
や
契
約
行
為
が
で
き
ま
す
の
で
、
成
年
後
見

制
度
に
よ
っ
て
代
理
人
を
指
定
し
て
お
け
ば
、
本
人
が
認
知
症
に
な
っ
て
も
法
律
行
為
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
代
理
人
は
、
よ
く
使
者
と
混
同
さ
れ
ま
す
が
、
使
者
は
本
人
の
意
志
を
伝
え
る
だ
け

の
人
で
あ
り
、
判
断
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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後
見
制
度
」

みらいだより●
メ
リ
ッ
ト

長
期
的
な
安
定
収
益:

医
療
系
テ
ナ
ン
ト
は
、
景
気
変
動
の
影
響
を
受
け
に

く
く
、
競
合
が
少
な
い
た
め
退
去
リ
ス
ク
が
低
い
で
す
。

立
地
条
件
の
柔
軟
性:

医
療
系
テ
ナ
ン
ト
は
「
目
的
来
店
型
」
の
店
舗
で
あ

る
た
め
、
立
地
条
件
が
劣
っ
て
い
て
も
賃
借
ニ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
。

狭
い
店
舗
面
積
で
も
誘
致
可
能:

医
療
系
テ
ナ
ン
ト
は
40
坪
前
後
の
店
舗
面

積
が
あ
れ
ば
誘
致
可
能
な
た
め
、
狭
い
土
地
で
も
適
切
な
店
舗
区
画
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
．
借
主
あ
り
き
で
計
画
を
進
め
る

建
物
を
建
て
る
前
に
、
医
療
系
テ
ナ
ン
ト
の
借
主
を
確
定
さ
せ
、
借
主
の

意
見
を
反
映
し
な
が
ら
建
物
の
設
計
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

２
．
立
地
条
件
の
確
認

所
有
す
る
土
地
が
医
療
系
テ
ナ
ン
ト
の
出
店
条
件
を
満
た
し
て
い
る
か
を

土
地
活
用
専
門
会
社
に
相
談
し
ま
す
。
専
門
会
社
は
用
途
地
域
や
建
ぺ
い

率
、容
積
率
な
ど
の
法
規
制
を
基
に
、適
切
な
店
舗
区
画
面
積
を
割
り
出
し
、

出
店
条
件
を
満
た
せ
る
か
調
査
し
ま
す
。

　
賃
貸
経
営
で
１
階
に
医
療
系
テ
ナ
ン
ト
の
誘
致
ご
検
討
の
方
は
、
参
考
に

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

●
デ
メ
リ
ッ
ト

賃
料
単
価
の
低
さ:

物
販
店
舗
に
比
べ
て
医
療
系
テ
ナ
ン
ト
の
賃
料
単
価
は

低
い
で
す
。
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
物
販
店
舗
の
方
が
収
益
性
が
高
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

動
線
の
分
離:

賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
民
と
医
療
系
テ
ナ
ン
ト
の
患
者
の
入

口
動
線
を
分
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
の

住
民
用
の
入
口
が
目
立
た
な
く
な
り
、高
級
感
を
演
出
し
に
く
く
な
り
ま
す
。

駐
車
場
の
必
要
性:

特
に
郊
外
エ
リ
ア
で
は
患
者
専
用
駐
車
場
の
設
置
が
必

要
で
す
。

賃
貸
経
営

健
康

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

認
知
症
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て

　
医
療
・
介
護
の
現
場
で
は
、
左
記
を
目
的
に

様
々
な
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
ま
す
。

●
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進

歳
を
重
ね
る
に
つ
れ
体
力
・
身
体
機
能
が
衰
え
る

と
、
外
に
出
な
く
な
っ
た
り
、
他
者
と
話
す
機
会

が
少
な
く
な
っ
た
り
し
ま
す
。
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

行
う
た
め
に
外
出
し
、
他
者
と
話
す
・
一
緒
に
活
動
す
る
等
が
増
え
る

こ
と
で
、
日
々
の
生
活
が
楽
し
く
な
り
、
老
人
性
う
つ・引
き
こ
も
り
・

認
知
症
等
の
予
防
に
つ
な
が
り
ま
す
。

●
脳
の
活
性
化

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
で
手
・
指
・
体
・
言
葉
等
を
積
極
的
に
使

う
こ
と
で
、
脳
が
活
性
化
さ
れ
、
認
知
症
の
予
防
や
症
状
の
進
行
を

遅
ら
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

●
身
体
機
能
を
向
上
さ
せ
る

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
楽
し
み
な
が
ら
体
を
動
か
す
こ
と
で
、
身
体
機

能
の
向
上
・
健
康
の
維
持
に
つ
な
が
り
ま
す
。

●
生
活
の
質
（
Ｑ
Ｏ
Ｌ：
ク
オ
リ
テ
ィ
オ
ブ
ラ
イ
フ)

を
高
め
る

他
者
と
一
緒
に
過
ご
す
時
間
を
楽
し
む
こ
と
は
生
き
が
い
・
張
り
合
い

に
つ
な
が
り
、
他
者
と
積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と

は
ス
ト
レ
ス
解
消
に
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
の
影
響
で
感
情
が
安
定
す
る

と
、
介
護
す
る
方
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
認
知
症
の
方
に
は
楽
し
み
な
が
ら
行
え
る
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
お

す
す
め
で
す
。
ま
た
、
高
齢
に
な
る
と
足
腰
の
痛
み
等
、
様
々
な
不
調

が
現
れ
ま
す
。
行
う
方
の
状
態
に
適
し
た
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り

入
れ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

１
階
に
医
療
系
テ
ナ
ン
ト
を

誘
致
す
る
賃
貸
経
営

2024年

7月号
2024年

7月号

成
年
後
見
制
度
と
は

成
年
後
見
制
度
の
種
類

１
階
に
医
療
系
テ
ナ
ン
ト
を
誘
致
す
る
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト

医
療
系
テ
ナ
ン
ト
を
誘
致
す
る
際
の
進
め
方

① 

法
定
後
見
制
度

法
定
後
見
制
度
と
は
、
家
庭
裁
判
所
が
成
年
後
見
人
を
指
定
す
る
制
度
の
こ
と
で
す
。

家
庭
裁
判
所
は
、
本
人
の
認
知
能
力
の
程
度
に
応
じ
て
、「
成
年
被
後
見
人
」
と
「
被

保
佐
人
」、「
被
補
助
人
」
に
分
け
、
代
理
人
を
指
定
し
ま
す
。
法
定
後
見
制
度
の
最
大

② 

任
意
後
見
制
度

任
意
後
見
制
度
と
は
、
任
意
後
見
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
で
認
知
症
に
な
っ
た
場
合
の
代
理
人
の
指
定
や
、
代
理
人
の
権
限
を
指
定
で

き
る
制
度
の
こ
と
で
す
。
任
意
後
見
制
度
の
最
大
の
特
徴
は
、
本
人
が
認
知
症
に
な
る
前
に
任
意
後
見
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
点
で
す
。
そ
の
代
わ
り
、
任
意
後
見
制
度
で
は
、
家
族
も
代
理
人
に
指
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
父
と
子
で
任
意
後

見
契
約
を
締
結
し
て
お
き
、子
を
任
意
後
見
人
（
任
意
後
見
制
度
で
指
定
し
た
代
理
人
）
と
指
定
し
て
お
け
ば
、本
人
が
認
知
症
に
な
っ

た
あ
と
に
子
が
代
理
人
と
し
て
賃
貸
経
営
を
継
続
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
任
意
後
見
制
度
は
、
任
意
後
見
契
約
で
任
意

後
見
人
の
代
理
権
の
及
ぶ
範
囲
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
任
意
後
見
制
度
は
法
定
後
見
制
度
よ
り
も
柔
軟
性
が
高
い
こ
と
が

特
徴
で
す
。
も
し
ま
だ
本
人
が
認
知
症
に
な
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
任
意
後
見
契
約
に
よ
っ
て
認
知
症
対
策
を
行
っ
て
お
く
こ
と
を

お
す
す
め
し
ま
す
。

の
特
徴
は
、
本
人
が
認
知
症
に
な
っ
た
あ
と
に
利
用
で
き
る
制
度
で
あ
る
と
い
う
点
で
す
。
成
年
後
見
人
は
、
基
本
的
に
弁
護
士
や
司

法
書
士
が
選
ば
れ
、
親
族
は
成
年
後
見
人
に
は
選
ば
れ
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
他
人
で
あ
る
成
年
後
見
人
に
対
し
て
は
、
報

酬
も
支
払
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
成
年
後
見
人
は
最
低
限
の
こ
と
し
か
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、
新
た
に
土
地
活
用

を
行
う
よ
う
な
投
資
行
為
は
で
き
ま
せ
ん
。
本
人
の
資
産
を
守
る
こ
と
が
成
年
後
見
人
の
役
割
で
あ
り
、
資
産
が
目
減
り
す
る
リ
ス

ク
が
あ
る
投
資
行
為
等
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。


